
 

平成18年7月29日、30日に奈良県新公会堂におきまして、第38回日本医学教育学会大会を公立医
科大学8校のトップをきって、本学が開催いたしました。基調テーマを『いま、医学教育に求められて
いるもの』とし、一般演題285題、大会登録者828名と過去の記録を大幅に上回る参加を得て、盛会
のうちに無事終了することができました。大会を振り返り、その概要を報告します。

１．企画・運営について
約1年前に企画委員会（13名）、実行委員会（学内47名、学外3名）が組織され、学外実行委員とし

て天理よろず相談所病院の郡義明先生、岐阜大学の高橋優三先生、東京大学の大西弘高先生に参加をお
願いしました。13回の企画委員会および7回の実行委員会を開催し、サブテーマとして、
① Population-based Medicineの教育―個人から集団へ
② 新臨床研修制度によって生じた諸問題とその対応
③ 医学教育の基盤となる考え方（成人教育学）と実践
の３つが決定され、これに基づいて特別講演、教育講演、シンポジウムが企画され募集を行ったところ、
応募演題が多数であったため新公会堂内に6会場（口演4会場、展示2会場）を設営しました。

２．大会前日（平成18年7月28日）の行事について
日本医学教育学会の役員会が本学厳橿会館で開催され、約100名の評議委員が日本各地から参集さ

れました。役員会終了後、場所を新公会堂に移し評議員懇親会が開催され、日本医学教育学会名誉会長
である日野原重明先生が挨拶で「これまでに様々な国内外の学会に参加したが、そのどの会場よりもす
ばらしい。」と発言されたように、新公会堂から若草山を臨む緑溢れる景観は参加者の心に強く残るも
のとなりました。

（2ページに続く）



３．大会長講演・名誉会長講演・教育講演・特別講演について
日野原先生の『日本の医学教育に望むこと』と題する名誉会長講演（第１日目午前）では、64

年間にわたる医学教育のご経験からさまざまな提言をされました。引き続き行われた吉田学長か
らの大会長講演『いま、医学教育に求められているもの』は、日野原先生の提言に応える内容で
あったとの声も聞かれるほど、両先生の講演は参加者にとって感銘深いものでした。
渡邊洋子先生による教育講演『成人教育学の基本原理と提起－職業人教育への示唆』（第１日目

午後）は、成人を対象にした教育のあり方を教育理論に基づき懇切に解説したもので、成人とし
ての医療人の教育について、示唆に富んだものでした。
Lawrence教授による特別講演１（第１日目午後）は、米国のSchool of Public Healthで行

われているPopulation Health Careの教育の現状と医学教育における今後の位置づけについて
講演されたものでした。
韓国医学教育学会長Meng先生による特別講演2（第2日目午前）は、日本と韓国の医学教育学

会の提携についての調印が今大会で行われるのを記念して行われたもので、韓国の医学教育改革
の現状について講演されました。

４．シンポジウムについて
シンポジウム１『よりよい医学教育に向けての新たな視点―reflectionの位置づけ』（第１日目

午前）では、新しい専門職（プロフェショナル）に求められる能力（反省reflection）について
の講演と討論が行われ、参加者一同が認識を新たにしました。
シンポジウム２『Population-based Medicineの教育－個人から集団へ』（第１日目午後）で

は、Population Health（公衆衛生）の教育を従来の枠組みを越えたより広い視点で日本の医学
教育のなかに位置づけるという新しい考え方（Population-based Medicine）についての討論
が行われました。
シンポジウム３『新臨床研修制度によって生じた諸問題とその対応』（第2日目午前）は、新臨

床研修制度がスタートして２年経過した時点でもあり、シンポジストとしてご登壇いただいた文
部科学省高等教育局医学教育課の栗山雅秀課長、および厚生労働省医政局医事課医師臨床研修推
進室の宇都宮啓室長を交えて活発な討論が繰り広げられました。
シンポジウム４『医学教育の基盤となる考え方と実践』（第2日目午後）は、医学教育で用いら

れている様々な教育手法を教育理論という視点から論じたものでしたが、2日目の午後にもかかわ
らず大勢の参加者を得て熱心に討議が行われました。

５．第38回大会の新企画について
今大会では、過去の大会にはない新しい企画が生まれ実施されました。モデル授業『より良い

授業をするために』（第１日目午後）では医学生の前で20分程度のミニ講義を行い、学生が感想
を述べるというもので、信州大学の山口恒夫先生、京都大学の渡邊洋子先生にコメンテータとし
て加わっていただき実施されました。本企画は高木都教授(生理学第二)の発案によるもので、ミニ
講義を行う教員として本学から國安弘基教授(分子病理学)、岡本新悟助教授（内科学第三）にご尽
力いただきましたが、会場は超満員で外にまで参加者・聴衆が溢れるほどの大盛況でした。
各大学の特色ある教育プログラムを紹介する『特色ある大学教育への挑戦』には27大学から

31テーマの参加がありました。
第１日目の昼休みに開催されたランチョンセミナーでは、Blackwell教授からイギリスにおける

e-learningの現状を、また、山口恒夫教授から専門職としての医師を養成する教育理論について
講演いただき、参加者にとって有意義なものとなりました。
『学生のセッション』（第2日目午後）は、国際交流を経験した医学生から医学教育への提言を

求めるという企画でしたが、本学学生を含めて8グループから発表があり、活発な討論が行われま
した。

６．その他：会員懇親会等
第１日目の夜に行われた会員懇親会は、レセプションホールに溢れんばかりの会員の参加を得

て、華やかな雰囲気の中で和やかに進められました。日野原先生が挨拶の中で「このような素晴
らしい学会に参加すると長生きできる。」と述べられた言葉は特に印象的でした。また、本学アン
サンブル部による演奏も好評で、加えて、同夜に奈良公園で行われた予行「燈花会」は感銘深い
もので、大会参加者全員の心に残るものとなりました。

第38回大会は場所、会場、企画に恵まれて盛会に終わることができました。これは大学を挙げ
て取り組んだ結果であり、企画委員会・実行委員会の委員各位、運営に協力いただいた教職員や
学生、そしてメーカーをはじめとするボランティアの皆様のご尽力の賜物であり、紙面を借りて
深く感謝申しあげます。





今回は全方位評価（360度評価）という新しい評価の考え方を紹介したいと思います。評価とは授
業の最後に学生が学習の目標に達したかどうかをチェックすることです。評価する内容には知識、技
能、態度がありますが、何を評価するかによって適切な評価方法が決められています。例えば、知識
を評価するには筆記試験、口頭試験が、技能を評価するには実地試験・シミュレーションテストなど
が用いられています。しかし、態度の評価にはなかなか良い方法が無いのが実情です。
昨年から始まった共用試験でも知識はコンピュータで行う試験CBT (computer-based testing)

で、技能は客観的臨床能力試験（objective structured clinical examination, OSCE）で評価され
ていますが、態度の評価は行っておらず、また、医師国家試験では筆記試験による知識のみの評価に
なっています。医師として相応しい態度・習慣を備えているかといった態度の評価は大学に任されて
おり、それだけ大学の担う責任・使命は大きいということになります。
さて、評価を行うためには何を評価するのかを目に見える形にする必要があります。これは、何を

評価し、何が評価されるのかを評価する人、評価される人が理解できるようにするためにです。知識
は文章問題として、技能は何ができればよいのかを文章にし、それに基づいて行動または行動の結果
を観察します。このように、文章で表現するということは評価の「客観性」を維持する上でとても重
要なことなのです。
評価の「客観性」とは「誰が評価しても結果が変わらない」ということです。つまり、評価の際に

は評価する人の「主観」をできる限り排除することが求められているのです。この考えに基づいて、
知識では客観試験（multiple choice question, MCQ）が、技能では客観的臨床能力試験（OSCE）
が開発されました。OSCEでは評価内容を文章にした評価シートがつくられており、それを用いれば
誰が評価しても同じ結果がでるように工夫されています。
それでは、「医師に求められる態度が身に付いているかどうか」をどのように評価したらよいのでし

ょうか。態度は「行動を起こす際の心理的な準備状態」と考えられていますので見ることはできませ
ん。敢えて評価するとすれば、行動を観察してその行動からその人の態度はこうであろうと推測する
ことになります。ここには評価する人の主観が必ず入ります。したがって、態度の評価に「客観性」
を持たせるのはとても難しいのです。
近年、評価について新しい考え方が生まれました。従来は「主観」を排除することで客観性を維持

しようとしていましたが、新しい考え方では「主観」を認めながら客観性を維持していくというもの
です。その方法は「主観的で常識的な評価を多角的に行い総合する」というものです。具体的には、
評価者として適切と判断された人の主観的な意見を多方面から多く集め、総合して判断します。たと
えば医学部教育の態度評価に当てはめて考えると、入学から卒業までの期間の様々な時点で、教員、
病院職員（医師、看護師など）、事務
職員、患者さんなど学生の教育に関
係した様々な人（100人程度）に、
「このまま勉強を続けて医師・看護師
になるのに相応しい人物か」を評価
してもらい、最終学年で総合的に評
価するといったイメージになるかと
思います。一人の学生の態度を様々
な角度、視点から大勢が評価するわ
けで、これを全方位評価（360度評
価）と呼んでいます。態度の評価に
とくに役立つと期待されており、本
学にも導入できたらと考えています。







 











平成17年度　奈良県立医科大学費特別会計の決算について

平成17年度の決算額は、収入・支出とも第二本館整備やそれに伴う医療機器購入など大規模な施設整備
が終わったことで、前年度よりも大きく減少しました。
一方、病院使用料収入は関係者のご努力により外来患者数が増え、前年度と比べて大幅な増収となりま

したが、外来患者数増に伴う医薬材料費が増加するとともに、第二本館整備（Ｂ棟改修分）に関する過去
の借入金償還額が増加したことなどで、収支差引額は減少しました。
平成18年度も非常に厳しい財政状況から、これまで以上の歳入確保、歳出削減が必要になります。平成

19年度からの独立行政法人化に向け、新たなスタートラインにつくという意識の下、職員の皆様には病院
使用料をはじめとする収入の確保、経費節減等にこれまで以上のご理解とご協力をお願いします。

（参　　考）
【歳入】
使 用 料：主に大学授業料、病院使用料（診療報酬）
繰 入 金：一般会計繰入金…一般会計から財源補填のために支出され

る経費
諸 収 入：主に研究生授業料や専修生受講料、受託事業収入
県　 債：総合医療情報システム構築や精神医療センター建設に関す

る借入金
【歳出】
物 件 費：人件費、維持補修費、補助費等以外の経費の総称で、医薬

材料費、各種委託料等
普通建設：総合医療情報システム構築や精神医療センター建設の経費
補 助 費：奨励会交付金、各種協会等負担金、臨床研修医謝金等
公 債 費：過去に借り入れた県債の元利償還金

歳入決算総額　　31,059百万円
（対前年度　△1,918百万円、5.8％減）

歳出決算総額　　30,587百万円
（対前年度　△1,471百万円、4.6％減）

収支差引額　　　 472百万円
（対前年度　△447百万円、48.7％減）

（総　務　課）



精神医療センター整備工事が竣工したことに伴い、工事用道路として使用されていた大学東門から精神
医療センターまでの道路が8月14日から使用できることになりました。
このことに伴い、学内での事故の発生を未然に防止するために、9月11日から、次のとおり、学内におけ

る交通安全対策を実施しました。
・ 救急車や物品搬入等の自動車については走行ルートを設定し時速10キロに速度制限（救急車を除く）
・ バイクについては走行を全面禁止、自転車についても走行禁止区域を設定
・ 学内への出入口と自転車とバイクの駐輪場を指定
なお、規制区域や学内への出入口・駐輪場を学内の各所に掲示するとともに、通路に規制のためのフェ

ンスを設置する等の対策を実施していますので、皆様方のご協力をお願いします。

整備された駐輪施設 走行禁止の通路は自転車を押して通行

学内の交通安全対策について （医 学 部 長）



 





 
８月５日（土）にオープンキャンパスを行いました。
当日は、高校生を中心に医学科と看護学科あわせて約

550名の参加がありました。また、施設見学は当日整理券
を配布していましたが各学科とも100名の定員全てに申込
みがあり、人気の高さが裏付けられました。
オープンキャンパスの実施にあたっては、学長をはじめ

とし、教員の方々、そして在学生のボランティアの皆さん
のご協力により、成功裡に終えることができました。ご協
力いただいた皆様に厚くお礼申し上げますとともに、今後
ともご協力をお願いします。

改修された体育館内部


